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令和７年１２月１９日 

 

件名 史跡上野国多胡郡正倉跡の追加指定について                       

国の文化審議会（会長 島谷
しまたに

 弘幸
ひろゆき

）は、令和７年１２月１９日（金）に開催される同審

議会文化財分科会の審議・議決を経て、本市所在の国指定史跡「上野国多胡郡正倉跡」の

追加指定について文部科学大臣に答申しました。 

上野国多胡郡正倉跡は古代多胡郡の正倉跡で、令和２年に国指定史跡に指定されていま

す。今回、506.36 ㎡の追加指定について答申されました。この結果、今後行われる官報告

示をもって正式な指定となります。 

                                            

                 記 

                     

 １ 答申が行われる予定の本市所在の史跡名勝天然記念物                                       
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（高崎市吉井町池５４５番４ 外）              

 ２ 上記文化財の概要                                     

    別添資料のとおり 
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